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三重県医療勤務環境改善支援
センターの活用について

三重県医療勤務環境改善支援センター
労務管理アドバイザー 砂子美由紀
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医療勤務環境改善支援センター

医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため、改正医療法(平成26年10月1日
施行)に基づき、医療機関が医療従事者の勤務環境の改善に自主的に取り組むことが努力義
務化されました。

三重県医師会は、三重県からの委託を受けて「雇用の質」向上のための医療機関の自主
的な取組を支援する「三重県医療勤務環境改善支援センター」を平成26年8月に開設し、
働きやすく職員が離職しない魅力ある医療機関の実現、そして、医療従事者・利用者・経
営の全てが『 WINWIN 』となる好循環の実現のためのお手伝いをしています。
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「働き方改革」に向けた勤務環境改善
マネジメントシステム導入に関するアドバイス

「働きやすい環境作り」のために厚生労働省が策定した『医療勤務環境改善マネジメン
トシステム』に基づき、医療機関が自主的に改善に取り組むための「体制整備・現状
把握の取組のポイント」等を中心に助言等を行います。

取組の実施
DO

定期的な評価
CHECK

更なる改善
ACT

計画策定
PLAN

現状把握
（取組テーマ）

導入準備
（方針表明・体制整備）

4



3

専門家による労務管理・
経営管理に関するアドバイス

勤務環境改善に関するセミナー
の開催

労務管理担当者に対する実務者
セミナーの開催

院内研修への講師派遣

「医師労働時間短縮計画」策定に関するアドバイス
令和６年４月から医師に対する時間外労働上限規制が適用されることに伴い、年間の時間外・
休日労働時間数が 960時間を超える医師が勤務する医療機関は、働き方改革を進めるための
計画(医師労働時間短縮計画)を作成し、都道府県知事による特例水準の指定を受けることが必
要となりました。
当センターでは、医療機関の現状等をお伺いし、取組事項の助言等を行います。また、「医

師労働時間短縮計画」作成のお手伝いや勤務実態を調査するためのツールのご提供等もしてお
ります。
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女性が働きやすい医療機関認証制度

妊娠時・子育て時の当直免除、短時間勤務に係る制度整備や保育施設の整備、また、これ
らの制度や施設の活用を促す職場の雰囲気づくり等の勤務環境の改善に取り組んでいる医
療機関を三重県が認証し、女性の医療従事者が働きやすい環境づくりの促進を図ることを
目的とする制度です。

当センターでは、申請医療機関に対して助言・支援等を行います。
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時間外・休日労働時間 ９６０時間 １８６０時間

R６．４までに

Ｒ９．４までに
Ｒ９．４までに

Ｒ１５．３までに（２０３５年度）
Ｒ１２．４までに

Ａ ：９６０時間以内
Ｂ、連携Ｂ ：９６０～１８６０時間以内

Ｃ‐１，Ｃ‐２ ：９６０～１８６０ｊ時間以内

Ｂ，連携Ｂ

Ｃ－１，Ｃ－２

Ａ
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地域医療の両立に向けた現状把握

□医療機関が目指す水準の把握
・目指す水準は妥当か？→１８６０時間以内に収まっているか？

→ ９６０時間以内に収まっているか？

□他の医療機関から医師を受け入れている医療機関とその宿日直許可の取得状況
○許可の取得意向はない
○許可の取得が困難と考えている 個別の医療機関の状況を
○許可が得られなかった 確認し 必要な支援を行う。
○許可が必要かわからない

○申請の準備中 早期の申請が可能となるよう、労基署への同行支援や
○申請予定だが、準備は未着手 手続き面の助言等必要な支援を行う

□指定に関する医療機関への周知広報・早期準備の勧奨
・手続きの流れを確認し、スケジュールに沿って早期の申請ができるよう支援する。
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医療機関の取組を積極的に支援

□宿日直許可取得に向けた取組の支援
・相談支援、労働局への照会仲介支援、同行支援、参考様式の作成 等

□評価センターの評価受審に向けた取組の支援
・時短計画作成支援、評価センターに提出する資料の事前確認 等

□評価センターの中間報告の指摘事項に対する改善に向けた取組の支援
・評価センターに見直しの必要性を指摘された労務管理体制等に係る改善の取組の支援
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